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※１　工作物，物件，施設を設ける場合や林産物等の置き場として利用する場合など，継続し

　　て，県有林や県有林内林道を利用する場合，別途「公有財産貸付申請」が必要になる場合

　　がありますので，事前に御相談ください。

※２　森林法や自然公園法その他関係法令に基づく許可が必要な行為を行う場合は，別途必要

　　な手続を行ってください。

※３　上記以外の目的で入林する場合は，所管する地域振興局・支庁へ御相談ください。

鹿児島県　県有林入林届手続きフロー

入林箇所は県有

林ですか？

※位置図で確認
入林目的は？

調査，測量，

車両通行（林道

以外の道路）等

鳥獣の捕獲

鳥獣の捕獲

のための入林届

（第２号様式）

入林届

（第１号様式）

登山や釣り，散策や日

常生活での利用，県が

発注する事業に基づく

もの，貸付契約等契約

に基づくもの

入林届の提出不要
内容審査，書類の確認等

（１週間程度必要です）

入林届の写しの交付

所管する地域振興局・支庁へ提出してください


